
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  先物取引に係る課税の特例 

Ｑ：個人が行う先物取引のうち、一定のも

のは申告分離課税になったとか。どのように

なったのですか？                                     

  

Ａ：金融商品取引業者と相対で行う店頭取

引が平成24年から申告分離課税になりました。 

【解説】 

個人が行う先物取引(商品先物取引、金融デ

リバティブ、カバードワラント等)は、平成23

年６月の税制改正により、従来の市場取引に

加え、平成24年１月１日以後に金融商品取引

業者と相対で行う店頭取引についても、先物

取引に係る雑所得等の課税の特例の範囲に含

まれ、申告分離課税(所得税15％、住民税5％)

となりました。 

申告分離課税の対象になる取引は、市場に

よらないで行われる先物取引、指標先渡取引、

オプション取引、指標オプション取引とされ

ており、この中には外国為替証拠金取引いわ

ゆるＦＸ取引も含まれています。 

これにより、市場での取引との損益通算が

可能になり、損失が生じた場合には、市場取

引と同様、３年間繰越控除ができるようにな

りました。 

ただし、店頭取引に係る損益通算及び損失

の繰越控除をする場合には、確定申告書の提

出が必要ですので、忘れないようにしてくだ

さい。                                          
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